
 

 

海洋状況表示システム (https://www.msil.go.jp)を加工して作成 [海上保安庁(JCG)/(C)Esri Japan] 

第 九 管 区 海 上 保 安 本 部 公 示 第 2 5 号 

 

 水路業務法（昭和25年法律1 0 2号）第８条の規定に基づき、水路測量の実施に

ついて、次のとおり公示する。 

令和７年５月20日 

第九管区海上保安本部長 

猪瀬 雅樹  （公印省略） 

１ 水路測量を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所 

名 称 一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 

住 所  東京都千代田区岩本町3-4-6 

２ 水路測量を実施する区域及び期間 

区 域 輪島市門前町鹿磯～門前町黒島町 

（下図に示すとおり） 

期 間  令和７年５月26日から令和７年６月30日までのうち8日間 

３ 水路測量の実施方法 

   トータルステーションにより測位し、水準標尺による測深を行う。 
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